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 地方自治法第 199 条第 9 項の規定に基づき、令和２年度定期監査の結果を次のとお

り公表します。 

 

 

 令和３年３月２２日 

 

                                       嘉麻市監査委員 松岡  源太郎 

                                        嘉麻市監査委員 廣 瀬 公 彦 

 

 

１ 監査の概要 

 

   （１）監査の目的 

     定期監査は、地方自治法の規定に基づき、市の事務や事業が、法令等に従っ

て適正に行われているか、経済性、効率性、有効性は確保されているか等につ

いて実施する監査です。 

 

  （２）監査の実施期間 

第Ⅰ期 令和 2年 9月 23日（水）～令和 2年 10月 30日（金） 

第Ⅱ期 令和 2年 12月 7日（月）～令和 3年 1月 29日（金） 

 

  （３）監査の対象部局等 

第Ⅰ期 人事秘書課、企画財政課、管財課、税務課、人権･同和対策課、      

子育て支援課、高齢者介護課、議会事務局 

 

第Ⅱ期 総務課、選挙管理委員会事務局、男女共同参画推進課、市民課、    

地域活性推進課、健康課、社会福祉課、こども育成課、保護課 

 

   （４）監査対象期間 

第Ⅰ期・第Ⅱ期 令和元年 12月 1日～令和 2年 3月 31日 

 

（５）監査の方法 

   予算や事務事業の執行状況について、提出を求めた調書並びに関係資料に

基づき予備監査を実施し、予備監査により抽出した質疑・指摘事項について、

質疑応答形式で意見、回答を聴取しました。 
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２ 指摘・質疑事項 

 

（１）全般的指摘事項 

 

・公文書等の取扱いについて 

起工伺いや契約締結伺い等の起案文書において、決裁日や施行日、添付

書類の有無、監督職員の要・不要等の記入漏れが多く見受けられたので、

記入が必要な箇所については確実に記入すること。 

また、事柄を決定するにあたっては、地方自治法や嘉麻市財務規則など

の根拠となる条文を記載し、より簡潔で正確なものとされたい。 

 

・随意契約について 

随意契約とは、地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の

者を選定し、その者を相手方として売買、貸借、請負、その他の契約を締

結することをいう。 

随意契約によることができる場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第

1 項に定められており、過去の定期監査において全般的指摘事項に記載し

指導をお願いしてきたが、全課で改善され、ほぼ統一されてきている。 

今後も契約事務を行う際は、地方自治法や嘉麻市財務規則を十分に確認

し適切に対応されたい。 

また、嘉麻市財務規則第 142 条では、法令により価格が定められている

物品を購入するとき等、見積書徴収の省略が認められている場合や特別な

事情がある場合を除き、２人以上の者から見積書を徴さなければならない

と規定されている。平成 30 年 4 月 1 日付、財務規則の一部改正で見積書

の徴収を 1 者とすることができる規定が追加されたが、物品の購入伺いで

改正前の条文のまま記載されているものが散見された。 

財務規則を確認のうえ、対象条文を正しく理解され、所属長においては

正確な記述の指導を徹底されたい。 

 

・旅行命令簿並びに旅費の精算処理について 

      旅費とは、公務のために旅行する職員に対し、旅行に要する経費として

地方公共団体から支給されるもので、「嘉麻市職員等の旅費に関する条例」

「嘉麻市職員等の旅費に関する規則」にその事務処理規定が定められてい

る。 

しかしながら、今回の定期監査において、旅行命令簿の記載が不十分な

もの決裁印の漏れ等が散見されたほか、規則第７条に規定された概算払い



 - 3 - 

に係る旅費の精算期間である、旅行を完了した日の翌日から起算して２週

間を超えた精算処理も見受けられた。 

       各所管課においては、「嘉麻市職員等の旅費に関する条例」「嘉麻市職員

等の旅費に関する規則」を正しく理解され、所属長においては正確な記述

の指導を徹底されたい。 

       また、近年キャッシュレス化が推奨され、旅費の取扱いも変化を見せて

おり、宿泊を伴う旅費の執行にクレジット決済を用いられることが、多く

見られるようになったが、この場合、旅行命令の決裁日とクレジット決済

の期日に疑義が生じる恐れがあるほか、発行される領収証の領収日が、旅

行実施前となってしまうので、時代に即したキャッシュレス化を推進する

ためにも、旅費の所管課において、条例規則の整備を求める。 

 

・時間外勤務命令簿について 

       時間外勤務命令簿は、時間外勤務手当支給の根拠となるものであり、時

間外勤務命令を行うにあたっては、命令権者はその業務内容を明確にする

とともに、人事係が示した記載要領に基づく記載及び命令印の押印等、正

確に処理されたい。 

今回の定期監査では、時間外の平日時間外、平日深夜時間外、休日時間

外、休日深夜時間外、代休処理の時間外の記載において、誤認による記載

誤り等が見受けられ、時間外手当の返還等の事案が生じた。人事係から示

された「時間外勤務手当割増加算等取扱いフロー図」を各職員において十

分理解することを求めるほか、命令権者においては、チェックを厳格に実

施されることを求める。 

また、併せて、命令権者は、個々の職員にとって過重勤務とならないよ

う時間外命令を発すると共に、所管内における係員相互の協力を図る調整

を行うなど、配慮されるよう要望する。 


